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平成26年4月24日

川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

資料１０
26.4.24・25生活困窮者自立促進支援

モデル事業等連絡会議
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１ 川崎市の概要

・ 完全失業者数 約35,000人（H22国勢調査）

・ 雇用保険決定件数 約24,000人（H23）

・ 有効求人倍率 0.69倍（H25.11）

東京へ20分

横浜へ10分

(万人)

川崎市一般会計予算 約6,000億円
うち保護費 約600億円
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２ だいＪＯＢセンターの位置づけ
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３ 支援の流れ
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４ 関係機関との連携 （１）困窮者の早期把握①
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広報の状況

①関係機関職員向け案内
②チラシ
③ポスター
④ホームページ

https://www.daijobkawasaki.jp/

【市、国機関】

福祉事務所(9)、国保窓口(9)、図書館(7)
市税事務所(3)、地域包括支援センター(49)、
キャリアサポートかわさき(1)、
かわさき若者サポートステーション(1)
ハローワーク(2)、ろうどうセンター(1) 等

【民間機関】

不動産店(220)、公衆浴場(57)、コンビニ(210)、
駅地下街(1)、社会福祉協議会(8)、
町内会(80) 等

４ 関係機関との連携 （１）困窮者の早期把握②
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４ 関係機関との連携 （２）確実なつなぎ
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４ 関係機関との連携 （３）困窮者支援ネットワーク会議
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【目的】 それぞれができることを持ち寄り、生活
困窮者を支える仕組みを作る

【１回目】 ４４団体

【２回目】 ２７団体

【内容】 ①生活困窮者を支援するための仕組
の検討、構築

②個別の生活困窮者に対する、支援
手法の検討、情報共有

③制度に関する情報共有
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５ 支援状況 （１）概要

① 新規相談者数

1か月平均 約70人 ⇒ 1日平均 約3.5人

② 相談者 年齢構成（１か月あたり）

12

12

4

15

22

4

③ 相談内容 N=70 ⇒ 1人あたり2.8件
0 10 20 30 40 50

就職

収入・生活費

住まい

健康・障害

家賃・ローン

日々の生活

家族・人間関係

債務

仕事上の不安

子育て・介護

DV

引きこもり

地域との関係

その他
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５ 支援状況 （２）相談者の類型

相
談
者

①－１ 寄り添い型支援（就労優先）

⇒複数の課題があるが、まずは就労支援を優先する者

①－２ 寄り添い型支援（就労以外の課題優先）

⇒複数の課題があり、就労の前に解決すべき課題を持つ者

②－１ 他機関へ引き継ぎ

⇒課題が複合化しておらず、既存の相談機関等で対応可能な者

②－２ 情報提供

⇒関係窓口や制度の案内で、困りごとの解決が可能な者

⑤ 継続アセスメント

⇒上記①から③のいずれかに該当すると思われるが、見極めに時間を要する者

④ 見守り

⇒上記①から③のいずれかに該当すると思われるが、本人が辞退する者

③ 福祉事務所へ引継ぎ

⇒要保護要件を満たしており、生活保護の相談が必要な者

面接
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５ 支援状況 （３）支援者像①

【就労支援】

・アルバイトと並行し、
正社員の求人にも
応募

・履歴書添削

・模擬面接

・ハローワーク同行に
よる就職活動手法
のアドバイス

・十数社へ応募、複
数者社内定

・「早期就職手当」の
活用

・定着支援
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５ 支援状況 （３）支援者像②

①経済
A）収入は最低生活費を上回るが、負債返済など支出が大きい
B）無年金、年金不足で就労を希望する高齢者
C）日払いやアルバイトでつなぐが、一時収入が途絶える
D）完全無収入だが、預貯金数百万円所持

③健康
A）精神的な課題で仕事をやめたが、再就職したい
B）手帳取得の上、就職を目指したい
C）体を悪くしたので、これまでのキャリアの職種に

は就くことができない

④家族
A）夫（子）の収入額、どこで働いているのか知らない
B）夫（子）がしばらく帰ってこない、DV、離婚を検討中
C）未成年の子（孫）がいるが、ネグレクト状態

②住まい
A）家賃を滞納中または滞納直前
B）家族親類の家に住んでいるが退去を迫られている
C）退職とともに退寮を迫られているが、仕事が見付か

り、次の住居が確保できるまで退去できない

⑤制度
A）国民健康保険料を滞納している
B）市民税を滞納している
C）障害、高齢等制度活用のしかたがわからない

【実例から見えてきた相談者の特徴】
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５ 支援状況 （４）就労支援と効果算定

① 就労支援対象者数／月 20人

② 就労者数/月 8人

③ 就職率 40%
④ 職種

⑤ 年齢

⑥ 効果算定（例）

（ア） 投資額

予算 80,000千円
（委託料、賃借料、初度調弁）

（イ） 効果額

【定義】 就職した者が１年間就労を継続し、
生活保護にならなかったと仮定

・保護費 162万円×8人×12月

＝ 155,520千円

・ＣＷ人件費 500 万円×1.2人

＝ 6,000千円

・その他（要検討）
医療費（本人負担分３割）

納税額（プラスの収入） 等 ＝ ＋α

⇒ 効果額 161,520千円＋α
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６ 課題と取組状況

① 相談者への早期アプローチ

【国の目安】 新規相談件数 187件／月 プラン作成件数 101件／月
【 現 状 】 新規相談件数 70件／月 プラン作成件数 30件／月

② 就労支援の充実

⇒ ハローワーク等既存の支援では経済的自立が難しかった方が相談に来所

（ア）就労困難者支援 ・・・ 求人開拓、職業紹介、定着支援

（イ）就労準備支援、中間的就労の実施検討
⇒ 生活保護受給者と異なり、事業参加中の生活資金の確保が課題
⇒ 就労困難者を労働力とした事業活動における、黒字化スキームの提案が課題

A．60歳以上の高齢者向け ・・・ 生計維持のための就労先紹介

B．生活逼迫者向け ・・・ 日払いから月給制への移行を前提とした就労先紹介

③ 支援調整会議の簡略化

【国の目安】 プラン作成件数 101件／月 ⇒ 30分 × 101件 ＝ 50.5時間 ＝ 6.7日／月
【 現 状 】 プラン作成件数 30件／月 ⇒ 30分 × 30件 ＝ 15 時間 ＝ 2    日／月


